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 １ 事業概要 

  土砂災害特別警戒区域に指定された市所有斜面地の所有者責任として、同区域内の住家等に

係る範囲について、その解除を目的とした市内５箇所の対策工事に引き続き、その他の同区域

等に指定された市所有斜面地について、対応策の検討を進める。 

 

 ２ 業務の対象箇所 

  住家等は無いが道路等への影響が想定される市所有斜面地（土砂災害特別警戒区域）及び 

  住家等への影響が想定される残存緑地などの市所有斜面地（土砂災害警戒区域） 約 30 箇所

程度 

 

 ３ 業務内容 

対策検討業務委託料 6,000（千円） 

・箇所の抽出及び斜面地の安全確認などの現地調査 

・専門業者による定期点検など、斜面地の適正な維持管理を前提とした対応策の検討 

・管理台帳作成等 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


